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は じ め に 

 

障害のある人に対する差別をなくすとともに理解を広げ、誰もが暮らしやす

い社会をつくることを目的とした「障害のある人もない人も共に暮らしやすい

千葉県づくり条例（以下「障害者条例」という。）」が、全国に先駆けて平成１９

年７月に施行されてから、令和５年７月に１７年目を迎えました。 

障害者条例では、差別の解消に向けた「個別事案解決の仕組み」として、障害

者の差別に関する個別相談に対し、障害保健福祉圏域ごとに広域専門指導員と

いう専門相談員を配置し対応しています。 

この報告書は、令和４年度における広域専門指導員の活動実績をまとめたも

ので、個別事案に対し、数値だけでなく具体的な対応事例を示し、どのような調

整活動を行っているのかについて概説しています。 

また、個別の相談対応だけでなく、障害のある人に対する理解を広げる活動と

して、広域専門指導員が店舗や事業者等へ出向き、障害者条例等の周知活動を行

っており、その活動状況や今後の課題についてもまとめております。 

令和３年５月に改正された障害者差別解消法が令和６年４月１日に施行され、

法においても民間事業者に合理的配慮の提供が義務化されますので、民間事業

者に対して障害のある人への理解が更に広がるよう今後も社会全体の取組とし

て、差別をなくし必要な配慮が提供されるよう行政はもちろん、企業、団体、個

人などすべての県民が力を合わせ、障害のある人の日常生活や社会生活におけ

る様々な障壁を取り除き、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づく

りを目指します。 
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1 相談体制 

 

Ⅰ 「個別事案を解決する仕組み」の実施体制 

 

 

 

障害者条例における個別事案を解決する仕組みは、身近な相談役として委嘱

した県内 511 人の地域相談員と、相談活動を総括する 16 人の広域専門指導員

の地域に密着した相談活動及び、知事の附属機関として設置された「千葉県障害

のある人の相談に関する調整委員会」（以下「調整委員会」という）による助言・

あっせんと重層的な仕組みとなっている。（図１） 

また、県障害者福祉推進課共生社会推進室の職員が、各地域の相談活動のバッ

クアップや、「調整委員会」の事務局としての事務を所掌し、県民からの相談は、

広域専門指導員の配置機関と県障害者福祉推進課共生社会推進室に専用相談電

話を設置しているほか、ＦＡＸや電子メールによる受け付けも行った。 

さらに、差別解消法により設置された市町村の相談窓口の求めに応じて助言

等を実施するほか、事案に応じ適宜連携を図り対応した。 

なお、相談の受付時間は、休日・年末年始を除き、月曜日から金曜日の午前９

時から午後５時までとしている。 
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（１）圏域別地域相談員委嘱状況 （令和 5年 3月 1日現在） 
 

圏 域 人 数 圏 域 人 数 圏 域 人 数 

千 葉 ７３ 野 田 １８ 夷 隅 １６ 

船 橋 ２０ 印 旛 ６２ 安 房 ３０ 

習志野 ２６ 香 取 ２２ 君 津 ３３ 

市 川 ２６ 海 匝 ２７ 市 原 ３０ 

松 戸 ３７ 山 武 ３４   

柏 ２４ 長 生 ３３ 合 計 ５１１ 

 

（２）広域専門指導員の配置状況 （令和 5年 3月 31日現在） 
 

圏 域 配置機関 圏域内市町村 

千  葉 中央障害者相談センター 千葉市 

船  橋 
中央障害者相談センター 
船橋分室 

船橋市 

習志野 習志野健康福祉センター 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市 

市 川 市川健康福祉センター 市川市、浦安市 

松 戸 松戸健康福祉センター 松戸市、流山市 

柏 東葛飾障害者相談センター 柏市、我孫子市（※） 

野 田 野田健康福祉センター 野田市 

印 旛 印旛健康福祉センター 
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、 
白井市、富里市、酒々井町、栄町 

香 取 香取健康福祉センター 香取市、神崎町、多古町、東庄町 

海 匝 海匝健康福祉センター 銚子市、旭市、匝瑳市 

山 武 山武健康福祉センター 
東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、 
芝山町、横芝光町 

長 生 長生健康福祉センター 
茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、 
長柄町、長南町 

夷 隅 夷隅健康福祉センター 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 

安 房 安房健康福祉センター 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

君 津 君津健康福祉センター 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

市 原 市原健康福祉センター 市原市 

※ 柏圏域の相談窓口である東葛飾障害者相談センターは、我孫子市内にあるため、相談者
の利便性から、我孫子市内の相談は柏圏域の相談窓口で受け付けることとしている。 
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２ 相談活動の流れ 

 

 

地域相談員及び広域専門指導員は、図２に示すとおり、「相談の受付」、「相談

体制の確立及び相談者への連絡」、「検討会議の開催（取扱方針の検討）」、「事情

の確認」、「検討会議の開催（助言・調整を検討）」、「助言・調整の実施」、「合意

（相談活動の終結）」の流れに従い活動している。 

なお、円滑な相談活動を確保するために、圏域内で受け付けたすべての相談事

案は、一旦、広域専門指導員のもとに集約し、優先度や緊急度を個別に判断しな

がら相談活動を実施している。 

 

図２ 相談活動の流れ 
 
 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※匿名の相談に対しても取扱方針を決める検討会議までは対応 

 

検討会議の開催（取扱方針の検討） 

広域専門指導員が必要に応じて地域相談員を招集の上、関係機関等に出席要請※ 

 
 
 
 
 
 

相談の受付（広域専門指導員） 
相談窓口において、来所又は電話等での相談に
応じる  

相談の受付（地域相談員） 
市町村が実施する「障害者相談」の際や日常
の活動の中で相談に応じる 

障害のある人 ・ 保護者 ・ 関係者 

事情の確認   広域専門指導員（地域相談員）が、双方から事情を確認 

検討会議の開催(助言・調整を検討)  
広域専門指導員が必要に応じて地域相談員を招集の上、関係機関等に出席要請 

合  意  調整委員会への申し立て 
合意が困難な場合、調整委員会への申立て 

相談体制の確立及び相談者への連絡 
広域専門指導員は、相談体制を確立した上で、相談者に対し、必要に応じて事案を担当する地域

相談員等を紹介し、連携して相談対応を行う 

 

助言・調整の実施   広域専門指導員・地域相談員が双方に対して、助言・調整 

（
不
調
の
場
合
） 

 

相談内容等の連絡 
広域専門指導員に相談内容等を連絡 
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Ⅱ 相談活動の実績  

 
 １ 障害者条例の相談窓口での受付状況 

 

 

 ２ 相談分野別取扱件数 

 

 

〔概況〕 

 

 

 

 

 

令和4年4月１日から令和５年3月31日までに障害者条例の相談窓口に寄

せられた相談は、４１５件であった。 

相談４１５件のうち、差別に関する相談に該当するものは９０件で、全体の 

２１.７%であった。この９０件について、以下のとおり分析を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）複数の分野にまたがる相談については、主な相談分野で計上している。 

（注）その他には、虐待に関する相談や家族、近隣住民等から受けた差別相談を計上している。 

 

障害者条例第 2 条第 2 項各号に規定している差別の分野別に整理したとこ

ろ、「福祉サービス」、「労働者の雇用」が１４件（１6％）と最も多く、次いで、

福祉サービス, 14, 

16%

労働者の雇用, 14, 

16%

建物・交通機関, 

12, 13%商品・サービス, 

10, 11%

医療, 9, 10%

情報の提供等, 5, 6%

不動産の取引, 5, 6%

教育, 4, 4%

その他, 17, 19%

グラフ2 相談分野別取扱件数

差別に関する相談

90件 21.7%

生活の悩み等に

関する相談

325件 78.3%

グラフ1 相談分野別取扱件数
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「建物・交通機関」が 1２件（１３％）となっている。 

なお、「その他」１７件（１９％）には、家族等から差別的な言動を受けたと

いった相談や、虐待が疑われる相談が含まれている。 

 

 

（注）障害者数は、身体障害及び知的障害については手帳保持者数、精神障害については在院 

患者数と障害者自立支援医療の受給者数の合計。時点は、令和５年 3 月末（ただし、 

在院患者数は令和４年 6 月末）。 

（注）発達障害及び高次脳機能障害のある人の数については、手帳制度のように行政において 

把握する方法がないため、計上していない。 

（注）その他には主な種別で分けることができない重複障害・不明等を含んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

障害種別 障害者数 割合 相談件数 割合 

視覚障害 11,147 3.2% 13 14％ 

聴覚障害 13,564 3.9% 1 1％ 

言語等障害 2,608 0.8% ０ 0％ 

肢体不自由 84,296 24.5% 18 20％ 

内部障害 66,268 19.3% 3 3％ 

（身体障害合計） （177,883） （51.7%） (35) （38％） 

知的障害 48,224 14% 5 6％ 

精神障害 118,036 34.3% 34 38％ 

発達障害 ―  7 8％ 

高次脳機能障害 ―  0 0％ 

その他   9 10％ 

合計 344,143 100% ９0 100％ 

３ 千葉県における障害種別の障害者数・割合と相談取扱件数 
 

精神障害, 34, 38%

肢体不自由, 18, 

20%

視覚障害, 13, 14%

その他, 9, 10%

発達障害, 7, 8%

知的障害, 5, 6%

内部障害, 3, 3% 聴覚障害, 1, 1%

グラフ3 障害者種別取扱い件数
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〔概況〕 

 

 

 

 

 

 

〔概況〕 

 

 

 

 

 

 

 
 障害者数では、身体障害のある人が最も多く、相談取扱件数では「身体障害」、
「精神障害」が 3８%と最も多い。 

 

相談分野別と障害種別ごとに相談件数を分類すると下表のようになる。 

 視覚 聴覚 言語 肢体 内部 （身体小計） 知的 精神 発達 高次脳 その他 不明 計 

福祉 ３ ０ 0 ３ 0 (６) １ ３ ２ 0 １ １ 1４ 

医療 １ 0 0 ４ 0 (５) １ １ １ 0 ０ １ ９ 

商・サ ６ 0 0 2 ０ (８) １ １ ０ 0 ０ 0 1０ 

雇用 １ ０ 0 １ １ (３) １ ６ １ 0 3 0 1４ 

教育 ０ ０ 0 １ ０ (１) ０ １ ２ 0 １ 0 ５ 

建・交 １ ０ 0 ６ １ (８) 0 ３ 0 0 １ 0 １２ 

不動産 ０ ０ 0 0 0 (０) 0 ４ １ ０ ０ 0 ５ 

情報 １ １ 0 0 0 (２) ０ ２ ０ 0 0 0 ４ 

虐待 0 ０ 0 １ 0 (１) １ ６ ０ ０ 0 ０ ８ 

その他 ０ ０ 0 0 １ (１) ０ ７ ０ 0 ０ 1 ９ 

計 1３ 1 0 １8 ３ (３５) ５ ３４ ７ 0 6 ３ ９０ 

 

（１）相談分野からみた相談状況 

最も相談の多い「福祉サービス」は１４件で、身体障害の人からの相談が６

件、「労働者の雇用」は１４件で、精神障害のある人からの相談が６件で、あ

った。次いで相談の多い「建物・交通機関」は、１２件で身体障害のある人か

らの相談が８件で最も多い。 

（２）障害種別からみた相談状況  

最も多い相談者は、「精神障害のある人」からで、３４件のうち「労働者の

雇用」が６件と最も多かった。(その他を除く。)「身体障害のある人」から

の相談３５件のうち「商品・サービス」、「建物・交通機関」が８件と最も

多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 相談分野と障害種別との関係 
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福祉サ

ービス 
医療 

商品サ

ービス 

労働者

の雇用 
教育 

建物交

通機関 

不動産

の取引 

情報の

提供等 
虐待 

その

他 
計 

男 

９歳以下 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 1 

１０代 0 0  0  0  1 0  0  0  0  0 1 

２０代 0 1  0  0 0  0 0  0  0  0 1 

３０代 1 0 0 0 0 0 1     0 0 0 2 

４０代 2 1  1  1  0  2   0  1  0 2 10 

５０代 4 0 0  0  0  2  0  0 1 0 7 

６０代 0 0 1  2  0  0 0  1  0 0 4 

７０代 0  0  0 0  0  0  0  0  0  0 0 

８０代以上 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 1 

不明 2 3 6 2 2 1 2 0 1 2 21 

男計 9 5 9 5 4 5 3 2 2 4 48 

女 

９歳以下 0  0  1  0  0 0  0  0  0  0 1 

１０代 1  0  0  0  0 0 0  0  0  0 1 

２０代 0  0  0 2 0  0  0  1  0 0 3 

３０代 0 1 0  0  1  2 0  0  1 0 5 

４０代 0 0 0 1 0 0  1  0 2 3 7 

５０代 2 0  0  2 0 2  1 0  0  1 8 

６０代 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 1 

７０代 0  0  0  0  0  0  0  0  2 0 2 

８０代以上 0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 2 

不明 1  2 0 4 0  1 0 1  １  1 11 

女計 4 4 1 9 1 7 2 2 6 5 41 

性・年齢不明 1 0  0  0  0 0 0  0 0 0 1 

合計 14 9 10 14 5 12 5 4 8 9 90 

 

 

 

 

 

５ 相談分野と性別・年代別との関係 
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〔概況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別で分類すると、「男性」が 48 件（53%）、「女性」が 41 件（46％）、 

「性・年齢不明」が 1 件（１％）であった。 

 

性別から相談状況をみると、男性は「福祉サービス」、「商品・サービス」の相

談が９件（１９%）と最も多く、次いで「医療」、「労働者の雇用」、「建物・交通

機関」の相談が５件（1０％）となっている。女性は「労働者の雇用」が９件（2

２%）で最も多く、次いで「建物・交通機関」の相談が７件（17%）であった。 

 

千 葉 ８ 松 戸 ７ 香 取 0 夷 隅 ３ 

船 橋 ７ 柏 ６ 海 匝 ３ 安 房 ８ 

習志野 ６ 野 田 ２ 山 武 ６ 君 津 ５ 

市 川 ７ 印 旛 ８ 長 生 ６ 市 原 ８ 

（注）事案の対応をした圏域でカウントした。 総合計 ９０ 

 

 

 

６ 障害保健福祉圏域別取扱件数 

0 2 4 6 8 10

その他

虐待

情報の提供等

不動産の取引

建物交通機関

教育

労働者の雇用

商品サービス

医療

福祉サービス

その他

虐待

情報の提供等

不動産の取引

建物交通機関

教育

労働者の雇用

商品サービス

医療

福祉サービス
女

男

グラフ5 相談分野と性別・年代別との関係

９歳以下

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

８０代以上

不明
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７ 相談者別取扱件数 

〔概況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域別に整理すると、千葉・印旛・安房・市原圏域が８件と最も多く、次いで

船橋・市川・松戸圏域７件であった。 

 

  

 

 

 

 

〔概況〕 

相談者別に整理すると、障害者本人からの相談が６4 件（71%）と最も多く、

次いで障害者の家族からの相談が１７件（１９％）、障害者の関係者からの相談

が 9 件（10%）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談者種別 件数 

障害者本人 64 

障害者の家族 17 

障害者の関係者 9 

相手方（個人） 0 

相手方（法人団体） 0 

その他   0 

総合計 90 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

グラフ6 圏域別相談件数

障害者本人, 

64, 71%

障害者家族, 

17, 19%

障害者の関係者, 

9, 10%

グラフ７ 相談者別取扱件数
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８ 初回相談方法別取扱件数 

９ 相談経路別取扱件数 

〔概況〕 

 

 

 

 

 

 

〔概況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 相談者の初回相談方法別に整理すると、相談者から電話による相談が 79 件

（8８%）と最も多く、次いで、面接による面接相談が 6 件（7%）となってい

る。 

 

相談経路 件数 

地域相談員 ３ 

広域専門指導員 45 

県障害者福祉推進課 21 

市町村 13 

その他 8 

総合計 90 

 

 

 

相談経路別に整理すると、広域専門指導員が最初に相談を受けたケースが 

４５件（５０%）と最も多い。次いで県障害者福祉推進課が２１件（23％）の

順となっている。 

 

 

 

 

 

相談方法 件数 

電 話 79 

面 接 6 

訪 問  1 

電子メール 4 

ＦＡＸ 0 

その他 0 

総合計 90 

電話, 79, 

87.8%

面接, 6, 6.7%

訪問, 1, 1.1%

電子メール, 4, 4.4%

グラフ8 相談方法別取扱件数

地域相談員, 3, 3%

広域専門指導

員, 45, 50%

県障害者福祉推

進課, 21, 23%

市町村, 13, 

15%

その他, 8, 9%

グラフ９ 相談経路別取扱い件数
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１０ 地域相談員や他機関との連携状況 

 

 

他機関との連携の有無（件数） 1 つの事例に対する連携機関の数（機関数） 

連携なし ２７ 1 機関 

2 機関 

3 機関 

4 機関 

5 機関以上 

３３ 

１５ 

１０ 

４ 

１ 

 

連携あり 

 

６３ 

合計 ９0  ６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携なし, 27, 30%

１機関, 33, 37%

２機関, 15, 17%

３機関, 10, 11%

４機関, 4, 4% ５機関以上, 1, 1%

グラフ１0 連携回数

65

15

80

9

64

32

7

38

6

24

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

その他

健康福祉センター(他課)

県障害者福祉推進課

地域相談員

市町村

グラフ11  連携機関と連携回数

実数

延数
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１１ 相談態様別活動状況 

 

 

 

〔概況〕 

 

 

 

 

 

 

〔概況〕 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年度に相談のあった 90 件のうち、広域専門指導員が相談活動を進め

ていく中で、連携を図った機関等について整理した。 

広域専門指導員が地域相談員や他機関と連携したものは、63 件（70％）で、

そのうち最も多いのが 1 機関との連携が 33 件（37％）、次いで 2 機関との連

携が１5 件（１７%）、3 機関との連携が 1０件（1１％）となっている。 

これは、障害者条例相談の問題の解決に当たっては、単に差別をしたとされる

相手方との調整だけでなく、相談者を取り巻く関係機関との調整も必要とされ

ることや、複数の関係機関が連携を図りながら対応していることを示している。 

連携している機関等とその連携回数については、グラフ 11 のとおり県障害

者福祉推進課が３８件と最も多く、次いでその他が 3２件となっている。 

地域相談員に直接相談が寄せられる件数は少ないが、相談の問題解決に  

あたっては、広域専門指導員は地域相談員の個々の専門性を考慮した上で協力

を依頼し、両者が協働して活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）前年度からの引継ぎ事例４件を含む  

（注）件数には虐待案件も含んでいるが、虐待を探知した場合、関係機関へ情報提供、関

係機関へ引き継ぐ事となっており、終結時の結果欄、合意か不調かは判断できないた

め、虐待件数８件と地域活動中の３件は計上していない。 

 

令和４年度においては、年度内に相談のあった９０件のほか、令和３年度から

引き継いだ４件を含めた計９４件について、延べ６８８回の相談活動を実施し

た（ここでいう相談活動とは、電話相談や訪問等による面接相談、関係機関に繋

げるための連絡調整、当事者間に入り問題解決を行う調整活動等、広域専門指導

員が行う活動を指す。）。 

なお、令和３年度から継続した事例は４件を合わせた９４件を相談態様別に

整理すると、相手方への調整活動を行った事例が４０件（44.4%）と最も多く、

 令和４年度 終結時の結果 

相談態様 件数 活動回数 平均回数 合意 不調 

(1)相手方への調整 40 345 8.6 34 6 

(2)情報提供・助言 ２０ ７５ 3.8 17 3 

(3)関係機関へ引継 12 95 7.9 3 1 

(4)状況聴取 14 72 5.1 10 4 

(5)地域活動中 3 86 28.7 - - 

 令和４年度合計 ９０ ６７３ 7.5 ６４ １４ 

令和３年度継続事例 ４ １５ 3.８ ２ ２ 

合 計  ※ ９４ ６８８ ７.３ ６６ 1６ 
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１ 身体障害に関する相談 

 

 

そのうち終結時に相談者が合意した事例が 3４件となっており、調整活動を行

った約８割の相談者は納得され対応を終えられている。次いで、相談者への情報

提供・助言を行い終結した事例が２１件（22.3%）、関係機関に引き継いだ事例

が 1２件（12.8%）、相談者の意向等により話を聴いたのみの事例（「状況聴取」）

が 14 件（14.9%）、令和５年度に継続した事例が３件（3.2％）となっている。 

  

 

第Ⅲ章では、令和４年度にどのような相談が寄せられたか、それに対し、どの

ように活動して解決してきたのかを、身体・精神・知的の３つの障害に関する相

談に分け相談事例を整理した。 

なお、事例は、個人情報の保護の観点から、実際のものを基に再構成している。

また、文章中の「本人」とは、事例の障害当事者のことを指している。 

 

【事例１】風俗店で障害を理由に入店を断られた。 

【相談者】本人（身体障害） 

【相談の内容】 

 相談者が店を予約するために電話をし、片麻痺があり退院直後であることを

伝えた上で予約をしたところ、店長から障害者だから予約を取り消す、今後も受

け付けないと言われた。 

【対応と結果】 

１ 店舗へ訪問し、事業者側に事実確認を実施した。 

２ 店は、改修工事がされたことで入口に段差ができたこと、個室がパーテーシ

ョンで区切られ寄りかかると倒れてしまい介助者がいないと危ないと、介助

も人員不足で対応できないと説明があった。 

３ 広域専門指導員は、店内を確認して回ったところ、入り口付近の段差、店内

の通路の幅、サービスを提供する部屋のパーテーションは簡単な作りであり

手で押すと容易に倒れてしまう危険性があり、安全性について不安が残る構

造であった。 

４ 相談者に対して、事業者からの説明と併せて店内外の様子を伝えたところ

相談者は、納得し、終結した。 

 

【事例２】バスを利用した際に運転手から冷たい対応をされた。 

【相談者】本人（身体障害・車いすユーザー） 

【相談の内容】 

 相談者が運転手に「バスに乗せてください」と配慮を申し出たところ「混んで

いるから無理、次のバスに乗って。」と言われた。 

 

Ⅲ 相談事例からみた相談活動の状況 
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【対応と結果】 

１ 相談者に事情を確認したところ、相談者の前に並んでいる人が５～６人い

て、その人達が乗車したところ満員状態になった。 

２ 相談者は混んでいる状況を理解し、「次のバスは？」と質問したことに対し

ても「〇時〇分のバスに乗ってください」と冷たい対応をされたことがとても

傷ついたと話があった。 

３ 広域専門指導員が事業者を訪問し状況確認したところ、ドライブレコーダ

ーで当時の状況を確認することができた。当日は雨が降っておりバス停につ

いた時点でかなり混雑しており、すでに相談者が乗車できるスペースがなか

ったことを確認した。バスの運転手がバスから降りて相談者へ説明している

様子を映像で確認できたが、説明の内容までは確認ができなかった。 

４ 広域専門指導員から、事業者に対して混雑時においても丁寧な対応をする

ように依頼した。 

３ 事業者の担当者からは、相談者に不快な思いをさせてしまったことについ

て重く受け止め、利用者に気持ちよく乗車してもらえるよう今回の件を機に

社員指導をし、毎年実施している社員研修を充実させ再発防止を図ると説明

があった。 

４ 相談者に事業者からの説明を伝えたところ、相談者は、納得し、終結した。 

 

【事例３】飲食店で補助犬の入店を拒否された。 

【相談者】本人（身体障害・補助犬ユーザー・車いすユーザー） 

【相談の内容】 

相談者がお店に入店しようとしたところ、補助犬が入ると店内が狭くなること

を理由に入店を拒否された。 

【対応と結果】 

１ 県障害者福祉推進課に相談があった為、県から広域専門指導員に対応を依

頼した。 

２ 広域専門指導員が飲食店に状況確認を実施した。店内は 3.5m×4.5m ほどで

カウンター席が数席あった。 

３ 店側は、相談者が車いすユーザーであり、かつ補助犬と介助者が店内に入る

と、他の客が補助犬や相談者達に触れずに入店することが困難であり、店の狭

さを理由に断った。その際、新型コロナウイルス感染症が蔓延していた時期で

もあった為、他の客との距離が近くなるため、感染防止の観点からも補助犬を

連れての入店を遠慮してほしい旨を説明したことを確認した。 

４ 店側から補助犬とペットを混同しているような発言もみられた為、広域専

門指導員は補助犬について、一般のペットと違うことも含めて、周知啓発媒体

を用いて説明を行った。 

５ 店側からは障害のある人に対してできる限り配慮をしたいと思っていると

話があった。 

６ 県障害者福祉推進課から相談者に対して、店が狭く感染症対策を十分に取
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２ 精神障害に関する相談 

 

 

 

れないことを理由に利用を断ったこと、広域専門指導員から補助犬法につい

て説明をしたことを伝え、終結した。 

 

 

【事例１】アルバイトの面接で障害者をふるいに掛けられ嫌な思いをした 

【相談者】本人 

【相談の内容】 

 アルバイト募集の面談を受けたところ、書面で障害の有無や病名、発症時期な 

ど業務とは関係のない内容の申告を求められ、障害者がふるいに掛けられてい 

るようで苦痛を感じた。 

【対応と結果】 

１ 事業者に事情を確認したところ、アルバイトであっても障害等について申

告書の提出を依頼していることを確認した。障害等に関する申告書は本社の

指示で行っているため、これ以上のことは本社でないと分からないと説明が

あった。 

２ 広域専門指導員は当該事案について労働局に見解を求めた。その結果、この

申告書を求めることは不適切であるとの見解が示された。 

３ 広域専門指導員が本社へ状況確認をしたところ、正社員に関わらず全ての

職員の採用にあたって申告書の提出を求めており、今後もこの申告書を使用

すると説明があった。 

４ 広域専門指導員は、労働局へ報告し、対応を依頼した。 

 

【事例２】職場での人間関係に悩んでいる。 

【相談者】本人 

【相談の内容】 

障害の関係でトイレに行く頻度が高くなり、トイレに時間がかかってしまう

ことや、業務に時間がかかることについてサボっているように見られているよ

うで同僚が監視をしてくる。また同僚が他の職員がいる前で「〇〇さんはおかし

い」と大きな声で話しをする。管理職にそのことを伝えても、対応が変わらない。 

【対応と結果】 

１ 相談者に広域専門指導員が調整活動をできる旨を説明したが、相談者から

「もう少し様子を見たい」と話があったため、広域専門指導員は、いつでも話

を聞けることを伝え相談者からの相談を待った。 

２ 相談者から求める配慮が上手く相手に伝えられない等の相談があったため、

その都度、相談者に対してアドバイスをした。 

３ その後、相談者から「職場の人達にもっと障害者の立場に立って考えてほし

いので、障害のある人への理解を促す活動をしてほしい」と相談があったため、 

広域専門指導員は、合理的配慮の事例が記載された資料を持参し啓発活動を実

施した。 
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３ 知的障害に関する相談 

 

 

 

 

【事例３】マスクを着けないのであれば隔離すると言われた。 

【相談者】家族 

【相談の内容】 

 子どもには発達障害があり、感覚過敏のためマスクを着けることが難しいた 

め、学校側にマスクの着用について配慮を求めたところ「マスクはしなくてはい 

けない、できないのであればパーテーションなどで隔離する」と言われた。 

【対応と結果】 

１ 県障害者福祉推進課に相談があったため、県から広域専門指導員に対応を

依頼した。 

２ 広域専門指導員が相談者に相談の内容を確認したところ、子どもがマスク

を着けて登校できているため子どもの感覚過敏の状態に気が付いてもらえな

いのではないか、子どもだけ隔離するという学校側の説明にも納得できない

と話があった。 

３ 広域専門指導員は、学校側に状況確認をしたところ行事の際に不特定多数

の子どもが集まるためパーテンション等で隔離する場合もあると説明したが、

体育の授業中や本人が嫌がる時にはマスクを着用していないと説明があった。 

４ 相談者に学校側との面談の結果を伝え、相談者は、納得し、終結した。 

 

 

【事例１】自治体にワクチン接種をする際に合理的配慮を求めたが拒否された。 

【相談者】家族 

【相談内容】 

 子どもには知的障害と発達障害があり、注射をする際にパニックになり暴れ

る可能性があった。暴れた際は家族が抑えるが、場合によっては手助けしてほし

いこと、ベッドに横になって注射をしてほしいことを伝えたが、「忙しいから手

を貸せない」、「ベッドは具合が悪くなった人のためのもの」であることを理由に

拒否された。 

【対応と結果】 

１ 広域専門指導員が状況確認をしたところ、担当者から相談者からの合理的 

配慮の申出に対して配慮に欠く対応をしたと説明があった。 

２ 広域専門指導員と自治体とでワクチン接種をする際の合理的配慮の内容を 

検討し、障害のある人に対する丁寧な対応と１人で判断できないケースは上司 

に相談することを徹底すると説明があり、相談者は納得し、終結した。 

 

【事例２】飲食店（ビュッフェ）で座席の位置について合理的配慮を求めたが拒 

否された。 

【相談者】家族 

【相談内容】 

 子どもには知的障害があり、待つことが苦手で、込み合っていると癇癪を起し

てしまう。家族が食事を取りに行っている間も子供に目が届く位置に席を用意



 

17 

 

して欲しいと配慮を求めたが、別料金をもらわないと配慮はできないと言われ

た。 

【対応と結果】 

１ 県障害者福祉推進課に相談があり、相談者が調整活動を希望されたため、広 

 域専門指導員に対応を依頼した。 

２ 広域専門指導員が相談者に内容を確認したところすでに飲食店からお詫の 

電話があり、配慮をしてもらえることになったと話があった。 

３ 相談者からは、色々な人が出入りするので混雑していると思うが、ショック

だったし、悲しかったので今後このようなことがないよう広域専門指導員か

らも改めて今回のケースを飲食店に伝えて欲しいと要望があった。 

４ 広域専門指導員は、飲食店に当該ケースを報告し合理的配慮について対応

を依頼し、終結した。 

 

【事例３】以前、就労していた職場での出来事を思い出すと辛い。 

【相談者】本人 

【相談内容】 

 以前、就労していた職場のリーダーは障害に対する理解がなく、出来ないこと、 

苦手なことに対していつも怒ったような態度で接してきた。その時のことを思 

い出すと辛くなる。 

【対応と結果】 

 １ 広域専門指導員が事業者に状況確認をしたが数年前の出来事であったた

め事実確認はできなかった。 

２ 事業者からは、研修等で障害者への理解は年々高まっており、それぞれの

性格や特性を踏まえて対応していると話があった。 

３ 広域専門指導員は、多くの障害のある人が通う事業者であり、リーダーは

必ずしも障害福祉分野を専門にしている者ではないため、障害のある人への

理解を広げる活動を毎年継続して実施することとした。 
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参考：障害のある人への配慮や対応施設に関するマーク 

 

 

 
【障害者のための国際シンボルマーク】 

所管：公益財団法人日本障害者リハビリテーショ

ン協会 

障害のある人が利用できる建物、施設であるこ

とを表す世界共通のマーク。障害の種類や程度

にかかわらず、全ての障害のある人を対象として

いる。 

 

 
【盲人のための国際シンボルマーク】 

所管：社会福祉法人日本盲人福祉委員会 

視覚障害のある人の安全やバリアフリーを考

慮した建物、設備、機器に表示する世界共通の

マーク。このマークを見かけた場合には、視覚障

害のある人の利用への配慮が必要。 

 

 
 

【身体障害者標識】 

所管：警察庁 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を

付されている人が運転する車に表示する。危険

防止のためやむを得ない場合を除き、このマー

クを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転

者は道路交通法の規定により罰せられる。 

 

 
 

【聴覚障害者標識】 

所管：警察庁 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付

されている人が運転する車に表示する。危険防

止のためやむを得ない場合を除き、このマークを

付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は

道路交通法の規定により罰せられる。 

 
 

 

【耳マーク】 

所管：一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者

団体連合会 

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえ

ない人・聞こえにくい人への配慮を表すマーク。 

このマークを提示された場合は、相手が「聞こ

えない・聞こえにくい」ことを理解し、口元を見せ

てゆっくり、はっきり話す、筆談でやり取りするな

ど、特性に応じたコミュニケーションの方法に配

慮する必要がある。 

 

 

 

 
 

 

【ヒアリングループマーク】 

所管：一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者

団体連合会 

補聴器や人工内耳に内蔵されている磁気誘

導コイルを使って利用できる施設・機器であるこ

とを表示するマーク。 

施設・機器に掲示することにより、補聴器・人

工内耳装用者に補聴援助システムがあることを

示し、利用を促す。 
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【手話マーク】 

所管：一般財団法人全日本ろうあ連盟 

耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーショ

ンの配慮を求めるときに提示したり、交通機関の

窓口や店舗等、手話による対応ができるところが

提示する。 

 

 

 
 

【筆談マーク】 

所管：一般財団法人全日本ろうあ連盟 

耳が聞こえない人、音声言語障害のある人、

知的障害のある人等が筆談でのコミュニケーショ

ンの配慮を求めるときに提示したり、交通機関の

窓口や店舗等、手話による対応ができるところが

掲示する。 

 

 

 

 
 

【白杖ＳＯＳシグナル】普及啓発シンボルマーク 

所管：岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課 

白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げてＳＯＳのシグ

ナルを示している視覚障害のある人を見かけた

ら、進んで声をかけて支援しようという「白杖ＳＯＳ

シグナル」運動の普及啓発シンボルマーク。 

 

 
【ほじょ犬マーク】 

所管：厚生労働省 

身体障害者補助犬法の啓発のためのマーク。 

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴

導犬をいう。身体障害者補助犬法では、公共の

施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパ

ー、ホテル、レストランなどの民間施設では、身

体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴す

るのを受け入れる義務がある。 

 

 

 

 
 

【オストメイトマーク】 

所管：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ

財団 

オストメイト（人工肛門・人工膀胱を造設してい

る人）のための設備があること及びオストメイトで

あることを表すマーク。 

対応トイレや案内板に表示される。 

 

 

 

 
 

【ハート・プラスマーク】 

所管：特定非営利活動法人ハート・プラスの会 

「身体内部に障害のある人」を表す。 

内部障害は外見からは分かりにくいため、障

害の存在を示し、理解を得るためのマーク。 
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【ヘルプマーク】 

所管：東京都福祉保健局障害者施策推進部 

義足や人工関節を使用している人、内部障害

や難病の人、又は妊娠初期の人など、外見から

は分からなくても援助や配慮を必要としている人

が、周囲の方に配慮を必要としていることを知ら

せることができるマーク。 

 

 
 

【ヘルプカード】 

所管：千葉県健康福祉部障害者福祉推進課 

「ヘルプマーク」を表示したカード。 

災害時、緊急時又は日常生活の中で、困った

とき等に周囲の人に手助けを求めることができ

る。 
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１ 広域専門指導員等連絡調整会議の開催 

 

 

 

広域専門指導員は、さまざまな障害特性を有する人から、福祉関係にとどまら

ず、雇用や教育、医療など多岐にわたる相談を受けており、常に関連分野の新し

い情報の把握と相談支援のための知識・技術の向上に努める必要がある。このこ

とから、事務担当者も含めて、相談に関わる職員を対象として、広域専門指導員

等連絡調整会議を開催した（原則毎月第 3 火曜日午前 10 時から午後４時）。開

催状況は下記のとおり。 

 

広域専門指導員等連絡調整会議開催状況 

日 程 

会 場 
内    容 出席者 

４月２６日（火） 

千葉県庁南庁舎 
・事例検討 

広域専門指導員 

1５人 

事務担当職員 

９人 

5 月１７日（火） 

千葉県教育会館 

・地域開催についての協議 

・事例検討 

 

広域専門指導員 

1５人 

事務担当職員 

２人 

6 月１５日（水） 

【午前】 

そごう千葉店玄

関前広場、千葉

駅東口周辺 

 

【午後】 

千葉県教育会館 

 広域専門指導員 

16 人 

事務担当職員 

3（２）人 

※（）内は午後の 

人数 

７月１２日（火） 

（グループ２） 

７月１９日（火） 

（グループ３） 

７月 2６日（火） 

（グループ 1） 

 

＜グループ２＞ 

・「障害者支援施設明朗塾 法人理念等について」 

講師：明朗塾 施設長 山本 樹 氏 

・「障害者就労支援の現状と課題」 

講師：障害者就業・生活支援センター  

   センター長 関 幸太郎 氏 

・障害者支援施設「明朗塾」施設見学 

＜グループ３＞ 

・「障害者総合支援法について」 

講師：市原地域生活支援センターはばたき 

   社会福祉士・精神保健福祉士・相談支援専門員 

   小嶋 洋子 氏 

・事例検討 

＜グループ１＞ 

・「広域専門指導員として取り組んだ１０年」 

講師：愛月 智子 氏 

・事例検討 

 

広域専門指導員 

事務担当職員 

 

Ⅳ その他の活動状況 

【午前】 

・周知啓発活動 

 

【午後】 

・事例検討 
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9 月 2９日（木） 

千葉県教育会館 

・「心理的支援の基本形」 

講師：ちば心理教育研究所  

   所長 光元 和憲 氏 

・事例検討 

 

広域専門指導員 

1６人 

事務担当職員 

         ４人 

10月18日（火） 

千葉県文書館 

多目的ホール 

・事例検討 

広域専門指導員 

15 人 

事務担当職員 

 ３人 

11月14日（月） 

千葉県自治体職

員福祉センター 

 

・事例検討 

・1 月の地域開催について内容の検討 

広域専門指導員 

15 人 

事務担当職員 

     ４人 

12月13日（火） 

千葉県教育会館 

 

・事例検討 

広域専門指導員 

1５人 

事務担当職員 

     ３人 

 

1 月１３日（金） 

（グループ２） 

1 月 2４日（火） 

（グループ 1、３） 

 

 

＜グループ２＞ 

・「視覚障害者と盲導犬について」 

講師：中村 明雄 氏 

・事例検討 

 

＜グループ１＞ 

・JR 松戸駅前にて周知啓発活動 

・事例検討 

 

＜グループ 3＞ 

・「発達障害児・者の理解と対応」 

講師：こども発達支援センターそらいろ 

   センター長 中島 展 氏 

・事例検討 

 

広域専門指導員 

事務担当職員 

 

2 月 2４日（金） 

千葉県文書館 

多目的ホール 

 

・事例検討 

・活動報告 

広域専門指導員 

1４人 

事務担当職員 

４人 

 

3 月 10 日（金） 

千葉県文書館 

多目的ホール 

 

・「発達・精神障害のある方への相談対応等について」

講師：地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 

小児科部長 仙田 昌義 氏 

・事例検討 

 

広域専門指導員 

1５人 

事務担当職員 

4 人 

  *出席者数に県障害福祉推進課職員は含んでいない。  
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２ 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくりのため 

の周知活動 

  広域専門指導員は、差別をなくすための取組として、障害者条例の周知活動

を行っている。 

  県障害者福祉推進課で作成したリーフレット等を広報媒体として、福祉事

業者等への個別訪問等を中心に令和 4 年度は 3,97９回の活動を実施した。 

対象者と周知方法は、グラフ 12 のとおり。 

 
 

この活動は、障害者条例を周知するだけではなく、広域専門指導員の名前と

顔を知ってもらい、気軽に相談を持ちかけてもらえるような関係を作ることを

目指した活動としても位置付けている。 

地域等に出向き、障害のある人やその家族、職員に対して障害者条例の周知

を図るほか、医療機関や公共交通機関の職員、スーパーマーケットの店員など

障害のある人が地域生活の場で接することが多い人たちに対し、機会をとらえ

て障害者条例の説明や周知を行っている。 

また、広く県民に周知を図るため、広報紙への掲載や公民館等に出向くなど、

障害への理解を促す活動を継続している。 

  

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

当事者・家族

県・市町村民

行政

司法

交通機関

教育

労働相談・支援

商品・サービス提供

医療

福祉サービス

その他

グラフ12 周知活動回数（対象者と周知方法）

個別訪問による説明 講演・講話
センター実習生・研修生へ説明 窓口やイベント・街頭等で配布
広報紙等への掲載 その他
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・周知用のチラシ、パンフレット、カード等 
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３ 地域相談員と広域専門指導員との連携 

 

４ 相談員の資質向上 

 

 

 

 令和３年５月、障害者差別解消法の一部改正により、民間事業者による合理的
配慮の提供が義務化され、令和６年 4 月に施行されることから今後、民間事業
者や障害のある人からの相談に適切に対応していく必要がある。 
このことから千葉県障害者条例に基づく相談・周知活動を更に充実させるた

めには下記の課題がある。 
 

 

 令和 5 年４月１日現在、５４市町村のうち 50 市町村（93%）が地域協議会

を設置し、うち 27 市町村（54%）において広域専門指導員がその構成員にな

っている。相談対応を適切に行うためには、未設置の 4 市町や広域専門指導員

が構成員になっていない 23 市町村の地域協議会と日頃から地域の状況を情報

共有するなど、連携していく必要がある。 

 

 

改正法施行後に民間事業者が適切に障害のある人に対する合理的配慮を提供

できるよう、改正法の内容や今後国から示される分野ごとの対応指針について、

周知していく必要がある。 

併せて、千葉県障害者条例についても広域専門指導員や地域相談員の活動等

を通して周知していく必要がある。 

 

 

近年対応に苦慮するケースが増えていることから、専門性の高い地域相談員

を早い段階で介入させるなど地域相談員と広域専門指導員が情報共有を図り、

積極的に連携して活動していく必要がある。 

 

対応が困難な相談に適切に対応することができるよう、障害者差別解消法や

千葉県障害者条例、様々な障害者特性等について理解を深めるための研修を行

うなど、相談員の資質を向上させる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 今後の課題 

１ 障害者差別解消法に基づく市町村地域協議会との連携 

 

１ 障害者差別解消法に基づく市町村地域協議会との連携 

２ 障害者差別解消法及び千葉県障害者条例についての周知活動 

 

 

１ 障害者差別解消法に基づく市町村地域協議会との連携 
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Ⅵ 年度別相談受付状況 

１ 相談分野別取扱件数 

 （注）19 年度については、7 月からの実績となる。 

（注）その他には、虐待に関する相談や家族、近隣住民等から受けた差別相談を計上している。 

 

 

  

年度 

分野 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 合計 

福祉サービス 67 67 43 41 42 32 25 24 21 23 22 15 17 14 17 14 484 

医療 29 14 9 24 21 14 6 6 14 26 9 11 9 8 11 9 220 

商品・サービス 24 24 26 24 24 12 14 18 10 25 17 8 13 10 16 10 275 

労働者の雇用 43 34 38 27 24 27 21 18 9 20 11 12 9 12 13 14 332 

教育 13 20 15 16 9 12 14 13 12 8 13 6 7 9 9 5 181 

建物・交通機関 37 39 24 22 11 9 17 12 16 18 18 16 9 7 5 12 272 

不動産の取引 8 8 7 11 1 4 4 4 8 10 3 2 2 1 3 5 81 

情報の提供等 14 7 3 9 4 3 0 4 6 14 5 4 14 6 4 4 101 

その他 60 50 68 57 60 80 54 42 42 46 34 18 17 9 22 17 676 

合計 295 263 233 231 196 193 155 141 138 190 132 92 97 76 100 90 2,622 

0
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10

15

20

25

グラフ13-1 相談分野別相談状況

30 R1 R2 R3 R4
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２ 障害種別取扱件数 

 （注）19 年度については、7 月からの実績となる。 

  （注）その他には主な種別で分けることができない重複障害等を含んでいる。 

 

  

年度 

障害種別 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 合計 

視覚障害 36 31 16 15 12 4 11 11 10 8 8 4 11 14 12 13 216 

聴覚障害 10 20 7 14 4 10 3 7 5 19 6 4 2 1 3 1 116 

言語障害等 6 3 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 

肢体不自由 68 62 60 44 35 27 38 23 27 27 26 18 16 10 11 18 510 

内部障害 10 5 4 6 11 8 10 5 8 7 4 1 3 3 2 3 90 

知的障害 40 47 36 41 22 40 22 23 12 33 15 16 15 8 9 5 384 

精神障害 88 66 76 90 82 77 52 53 53 72 49 39 40 25 41 34 937 

発達障害 20 16 18 11 17 13 14 14 12 14 17 9 5 7 11 7 205 

高次脳機能障害 1 2 6 2 1 4 1 1 1 2 2 1 0 0 3 0 27 

その他 16 11 9 8 10 10 3 4 8 8 5 0 5 8 8 9 122 

合計 
295 263 233 231 196 193 155 141 138 190 132 92 97 76 100 90 2,622 

0
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グラフ13-2 障害種別取扱件数

30 R1 R2 R3 R4



 

28 

 

３ 障害保健福祉圏域別取扱件数 

年度 

圏域 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 合計 

千葉 64 37 17 26 14 19 19 6 8 22 9 11 8 8 12 8 288 

船橋 44 19 28 19 20 13 8 9 13 12 7 8 5 5 8 7 225 

習志野 19 23 19 13 16 11 6 16 18 14 10 3 15 12 14 6 215 

市川 15 24 17 22 17 17 19 20 20 35 17 7 13 7 8 7 265 

松戸 15 19 14 16 15 15 19 23 19 32 28 10 12 7 9 7 260 

柏 16 8 21 20 9 9 15 9 10 12 15 10 3 3 4 6 170 

野田 21 21 13 8 5 5 3 2 1 1 0 0 1 0 1 2 84 

印旛 18 13 9 19 16 13 16 14 4 16 5 5 11 8 7 8 182 

香取 10 5 12 7 5 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 47 

海匝 7 7 5 3 3 6 9 6 9 4 2 0 2 0 1 3 67 

山武 5 8 3 10 9 15 6 4 3 3 5 3 5 2 10 6 97 

長生 9 11 14 15 17 15 4 6 6 3 7 7 10 2 5 6 137 

夷隅 12 14 19 9 6 6 2 6 5 4 6 2 3 3 6 3 106 

安房 7 28 19 16 17 20 6 3 7 15 4 8 3 6 6 8 173 

君津 14 12 11 8 8 5 4 6 8 7 8 10 4 9 5 5 124 

市原 18 12 8 12 17 20 18 9 7 9 9 8 2 4 4 8 165 

県外・不明 1 2 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

合計 295 263 233 231 196 193 155 141 138 190 132 92 97 76 100 90 2,622 

（注）19 年度については、7 月からの実績 
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グラフ 13-3 障害保健福祉圏域別取扱件数
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障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例 

平成十八年十月二十日条例第五十二号 

改正 平成十九年十二月二十一日条例第七十八号 

改正 平成二十四年三月二十三日条例第二十二号 

改正 平成二十八年三月二十五日条例第三十号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第七条） 

第二章 差別の事案の解決 

第一節 差別の禁止（第八条―第十一条） 

第二節 地域相談員等（第十二条―第十九条） 

第三節 解決のための手続（第二十条―第二十八条） 

第三章 推進会議（第二十九条・第三十条） 

第四章 理解を広げるための施策（第三十一条・第三十二条） 

第五章 雑則（第三十三条―第三十六条） 

附則 

 

障害のある人もない人も、誰もが、お互いの立場を尊重し合い、支え合い

ながら、安心して暮らすことのできる社会こそ、私たちが目指すべき地域社

会である。 

このような地域社会を実現するため、今、私たちに求められているのは、

障害のある人に対する福祉サービスの充実とともに、障害のある人への誤解

や偏見をなくしていくための取組である。 

この取組は、障害のある人に対する理解を広げる県民運動の契機となり、

差別を身近な問題として考える出発点となるものである。そして、障害のあ

るなしにかかわらず、誰もが幼いころから共に地域社会で生きるという意識

を育むのである。 

すべての県民のために、差別のない地域社会の実現と、一人ひとりの違い

を認め合い、かけがえのない人生を尊重し合う千葉県づくりを目指して、こ

こに障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例を制定す

る。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため

の取組について、基本理念を定め、県、市町村及び県民の役割を明らかに

するとともに、当該取組に係る施策を総合的に推進し、障害のある人もな

い人も共に暮らしやすい社会の実現を図り、もって現在及び将来の県民の

福祉の増進に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において「障害」とは、障害者基本法（昭和四十五年法律

第八十四号）第二条第一号に規定する障害及び同条第二号に規定する社会

的障壁により継続的に日常生活又は社会生活において相当な制限を受ける

状態をいう。 
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２ この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為（以下「不利益

取扱い」という。）をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的

に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく

措置（以下「合理的な配慮に基づく措置」という。）を行わないことをい

う。 

一 福祉サービスを提供し、又は利用させる場合において、障害のある人

に対して行う次に掲げる行為 

イ 障害を理由として、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支

援が行われることなく、本人の意に反して、入所施設における生活を

強いること。 

ロ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その

他の合理的な理由なく、障害を理由として、福祉サービスの提供を拒

否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱

いをすること。 

二 医療を提供し、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して

行う次に掲げる行為 

イ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その

他の合理的な理由なく、障害を理由として、医療の提供を拒否し、若

しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをする

こと。 

ロ 法令に特別の定めがある場合を除き、障害を理由として、本人が希

望しない長期間の入院その他の医療を受けることを強い、又は隔離す

ること。 

三 商品又はサービスを提供する場合において、障害のある人に対して、

サービスの本質を著しく損なうこととなる場合その他の合理的な理由な

く、障害を理由として、商品又はサービスの提供を拒否し、若しくは制

限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 

四 労働者を雇用する場合において、障害のある人に対して行う次に掲げ

る行為 

イ 労働者の募集又は採用に当たって、本人が業務の本質的部分を遂行

することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由

として、応募若しくは採用を拒否し、又は条件を課し、その他不利益

な取扱いをすること。 

ロ 賃金、労働時間その他の労働条件又は配置、昇進若しくは教育訓練

若しくは福利厚生について、本人が業務の本質的部分を遂行すること

が不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、

不利益な取扱いをすること。 

ハ 本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他

の合理的な理由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強いる

こと。 

五 教育を行い、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行

う次に掲げる行為 

イ 本人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えな

いこと。 

ロ 本人若しくはその保護者（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六
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号）第十六条に規定する保護者をいう。以下同じ。）の意見を聴かな

いで、又は必要な説明を行わないで、入学する学校（同法第一条に規

定する学校をいう。）を決定すること。 

六 障害のある人が建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合に

おいて、障害のある人に対して行う次に掲げる行為 

イ 建物の本質的な構造上やむを得ない場合その他の合理的な理由な

く、障害を理由として、不特定かつ多数の者の利用に供されている建

物その他の施設の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を

課し、その他不利益な取扱いをすること。 

ロ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その

他の合理的な理由なく、障害を理由として、公共交通機関の利用を拒

否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱

いをすること。 

七 不動産の取引を行う場合において、障害のある人又は障害のある人と

同居する者に対して、障害を理由として、不動産の売却、賃貸、転貸又

は賃借権の譲渡を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、そ

の他不利益な取扱いをすること。 

八 情報を提供し、又は情報の提供を受ける場合において、障害のある人

に対して行う次に掲げる行為 

イ 障害を理由として、障害のある人に対して情報の提供をするとき

に、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他

不利益な取扱いをすること。 

ロ 障害を理由として、障害のある人が情報の提供をするときに、これ

を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な

取扱いをすること。 

一部改正〔平成一九年条例七八号・二四年二二号〕 

（基本理念） 

第三条 すべて障害のある人は、障害を理由として差別を受けず、個人の尊

厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしく、地域で暮らす権利を有する。 

２ 障害のある人に対する差別をなくす取組は、差別の多くが障害のある人

に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、障

害のある人に対する理解を広げる取組と一体のものとして、行われなけれ

ばならない。 

３ 障害のある人に対する差別をなくす取組は、様々な立場の県民がそれぞ

れの立場を理解し、相協力することにより、すべての人がその人の状況に

応じて暮らしやすい社会をつくるべきことを旨として、行われなければな

らない。 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にの

っとり、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための施策を総

合的かつ主体的に策定し、及び実施するものとする。 

（県と市町村との連携） 

第五条 県は、市町村がその地域の特性に応じた、障害のある人に対する理

解を広げ、差別をなくすための施策を実施する場合にあっては、市町村と

連携するとともに、市町村に対して情報の提供、技術的な助言その他の必
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要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（県民の役割） 

第六条 県民は、基本理念にのっとり、障害のある人に対する理解を深める

よう努め、障害のある県民及びその関係者は、障害のあることによる生活

上の困難を周囲の人に対して積極的に伝えるよう努めるものとする。 

２ 県民は、基本理念にのっとり、県又は市町村が実施する、障害のある人

に対する理解を広げ、差別をなくすための施策に協力するよう努めるもの

とする。 

（財政上の措置） 

第七条 知事は、県の財政運営上可能な範囲内において、障害のある人に対

する理解を広げ、差別をなくすための施策を推進するため、必要な財政上

の措置を講ずるものとする。 

第二章 差別の事案の解決 

第一節 差別の禁止 

全部改正〔平成二四年条例二二号〕 

（差別の禁止） 

第八条 何人も、障害のある人に対し、差別をしてはならない。ただし、不

利益取扱いをしないこと又は合理的な配慮に基づく措置を行うことが、社

会通念上相当と認められる範囲を超えた人的負担、物的負担又は経済的負

担その他の過重な負担になる場合においては、この限りでない。 

第九条から第十一条まで 削除 

削除〔平成二四年条例二二号〕 

第二節 地域相談員等 

第十二条及び第十三条 削除 

削除〔平成二四年条例二二号〕 

（相談業務の委託） 

第十四条 知事は、障害のある人に関する相談を受け、又は人権擁護を行う

者その他第三十条第一項各号に掲げる分野に関し優れた識見を有する者の

うち適当と認める者に委託して、差別に該当する事案（以下「対象事案」

という。）に関する相談に係る業務を行わせることができる。 

２ 知事は、前項の委託を行うに当たっては、あらかじめ千葉県行政組織条

例（昭和三十二年千葉県条例第三十一号）に基づき設置された千葉県障害

のある人の相談に関する調整委員会（以下「調整委員会」という。）の意

見を聴かなければならない。ただし、身体障害者福祉法（昭和二十四年法

律第二百八十三号）第十二条の三第三項に規定する身体障害者相談員又は

知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）第十五条の二第三項に

規定する知的障害者相談員である者に委託を行う場合は、この限りでな

い。 

一部改正〔平成二四年条例二二号〕 

（業務遂行の原則） 

第十五条 前条第一項に規定する業務を行う相談員（以下「地域相談員」と

いう。）は、対象事案の関係者それぞれの立場を理解し、誠実にその業務

を行わなければならない。 

２ 地域相談員は、この条例に基づき業務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。その業務を終了した後も同様とする。 
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一部改正〔平成二四年条例二二号〕 

（広域専門指導員） 

第十六条 知事は、次の各号に掲げる職務を適正かつ確実に行うことができ

ると認められる者を、千葉県行政組織条例第十七条第四項に規定する健康

福祉センターの所管区域及び保健所を設置する市の区域ごとに、広域専門

指導員として委嘱することができる。 

一 地域相談員に対し、専門的な見地から業務遂行に必要な技術について

指導及び助言を行うこと。 

二 対象事案に関する相談事例の調査及び研究に関すること。 

三 第二十二条第二項に規定する調査に関すること。 

２ 知事は、前項の委嘱を行うに当たっては、あらかじめ調整委員会の意見

を聴かなければならない。 

（指導及び助言） 

第十七条 地域相談員は、対象事案に係る相談について、必要に応じ、広域

専門指導員の指導及び助言を求めることができる。 

２ 広域専門指導員は、前項の求めがあったときは、適切な指導及び助言を

行うものとする。 

（協力） 

第十八条 地域相談員以外の、障害のある人に関する相談を受け、又は人権

擁護を行うものは、知事、地域相談員及び広域専門指導員と連携し、この

条例に基づく施策の実施に協力するよう努めるものとする。 

（職務遂行の原則） 

第十九条 広域専門指導員は、対象事案の関係者それぞれの立場を理解し、

誠実にその職務を行わなければならない。 

２ 広域専門指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 

第三節 解決のための手続 

（相談） 

第二十条 障害のある人、その保護者又はその関係者は、対象事案があると

思うときは、地域相談員に相談することができる。 

２ 地域相談員は、前項の相談を受けたときは、次の各号に掲げる措置を講

じることができる。 

一 関係者への必要な説明及び助言並びに関係者間の調整 

二 関係行政機関の紹介 

三 法律上の支援（民事上の事件に限る。）の制度に関するあっせん 

四 関係行政機関への前項の相談に係る事実の通告 

五 虐待に該当すると思われる事実の通報 

六 次条に規定する助言及びあっせんの申立ての支援 

（助言及びあっせんの申立て） 

第二十一条 障害のある人は、対象事案があると思うときは、知事に対し、

調整委員会が当該対象事案を解決するために必要な助言又はあっせんを行

うべき旨の申立てをすることができる。 

２ 障害のある人の保護者又は関係者は、前項の申立てをすることができ

る。ただし、本人の意に反することが明らかであると認められるときは、

この限りでない。 
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３ 前各項の申立ては、その対象事案が次の各号のいずれかに該当する場合

は、することができない。 

一 行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）その他の法令によ

り、審査請求その他の不服申立てをすることができる事案であって行政

庁の行う処分の取消し、撤廃又は変更を求めるものであること。 

二 申立ての原因となる事実のあった日（継続する行為にあっては、その

行為の終了した日）から三年を経過しているものであること（その間に

申立てをしなかったことにつき正当な理由がある場合を除く。）。 

三 現に犯罪の捜査の対象となっているものであること。 

一部改正〔平成二八年条例三〇号〕 

（事実の調査） 

第二十二条 知事は、前条第一項又は第二項の申立てがあったときは、当該

申立てに係る事実について調査を行うことができる。この場合において、

調査の対象者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければな

らない。 

２ 知事は、前条第一項又は第二項の申立てについて必要があると認める場

合には、広域専門指導員に必要な調査を行わせることができる。 

３ 関係行政機関の長は、第一項の規定により調査の協力を求められた場合

において、当該調査に協力することが、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴

の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持（以下「公共の安全と秩

序の維持」という。）に支障を及ぼすおそれがあることにつき相当の理由

があると認めるときは、当該調査を拒否することができる。 

４ 関係行政機関の長は、第一項の規定による調査に対して、当該調査の対

象事案に係る事実が存在しているか否かを答えるだけで、公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事実の存否を明らかに

しないで、当該調査を拒否することができる。 

（助言及びあっせん） 

第二十三条 知事は、第二十一条第一項又は第二項に規定する申立てがあっ

たときは、調整委員会に対し、助言又はあっせんを行うことの適否につい

て審理を求めるものとする。 

２ 調整委員会は、前項の助言又はあっせんのために必要があると認めると

きは、当該助言又はあっせんに係る障害のある人、事業者その他の関係者

に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求

めることができる。 

３ 関係行政機関の長は、前項に規定する出席による説明若しくは意見の陳

述又は資料の提出（以下「説明等」という。）を求められた場合におい

て、当該説明等に応じることが、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす

おそれがあることにつき相当の理由があると認めるときは、当該説明等を

拒否することができる。 

４ 関係行政機関の長は、説明等の求めに対して、当該対象事案について事

実が存在しているか否かを答えるだけで、公共の安全と秩序の維持に支障

を及ぼすおそれがあるときは、当該事実の存否を明らかにしないで、当該

説明等の求めを拒否することができる。 

（勧告等） 

第二十四条 調整委員会は、前条第一項に規定する助言又はあっせんを行っ
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た場合において、差別をしたと認められる者が、正当な理由なく当該助言

又はあっせんに従わないときは、知事に対して当該差別を解消するよう勧

告することを求めることができる。 

２ 知事は、前項の求めがあった場合において、差別をしたと認められる者

に対して、当該差別を解消するよう勧告することができる。この場合にお

いて、知事は、前項の求めを尊重しなければならない。 

３ 知事は、正当な理由なく第二十二条第一項の調査を拒否した者に対し

て、調査に協力するよう勧告するものとする。 

４ 知事は、関係行政機関に対し第二項に規定する勧告をしようとするとき

は、あらかじめ、当該行政機関の長に対してその旨を通知しなければなら

ない。この場合において、当該行政機関の長が公共の安全と秩序の維持に

支障を及ぼすおそれがあることにつき相当の理由があると認めて通知した

ときは、知事は、当該勧告をしないものとする。 

（意見の聴取） 

第二十五条 知事は、前条第二項又は第三項の規定による勧告をする場合に

は、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代

理人の出頭を求めて、意見の聴取を行わなければならない。ただし、これ

らの者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わ

ないで勧告することができる。 

（訴訟の援助） 

第二十六条 知事は、障害のある人が、差別をしたと認められるものに対し

て提起する訴訟（民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）による

調停、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第二百七十五条第一項の和解

及び労働審判法（平成十六年法律第四十五号）による労働審判手続を含

む。以下同じ。）が第二十三条第一項に規定する助言又はあっせんの審理

を行った事案に係るものである場合であって、調整委員会が適当と認める

ときは、当該訴訟を提起する者に対し、規則で定めるところにより、当該

訴訟に要する費用の貸付けその他の援助をすることができる。 

（貸付金の返還等） 

第二十七条 前条の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた者は、当

該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しな

ければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると

認めるときは、相当の期間、貸付金の全部又は一部の返還を猶予すること

ができる。 

（秘密の保持） 

第二十八条 調整委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も同様とする。 

第三章 推進会議 

（設置） 

第二十九条 県は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため、

障害のある人及びその支援を行う者、次条第一項に規定する分野における

事業者、障害のある人に関する施策又は人権擁護に関し専門的知識を有す

る者並びに県の職員からなる会議（以下「推進会議」という。）を組織す

るものとする。 

２ 推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。 
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（分野別会議） 

第三十条 推進会議に、次の各号に掲げる分野ごとの会議（以下「分野別会

議」という。）を置くものとする。 

一 福祉サービス、医療及び情報の提供等の分野 

二 商品及びサービスの提供の分野 

三 労働者の雇用の分野 

四 教育の分野 

五 建物等及び公共交通機関並びに不動産の取引の分野 

２ 分野別会議は、次の各号に掲げる事項に関し協議を行うものとする。 

一 前項各号に掲げるそれぞれの分野における障害のある人に対する差別

の状況についての共通の認識の醸成に関すること。 

二 前項各号に掲げるそれぞれの分野における障害のある人に対する理解

を広げ、差別をなくすための、構成員によるそれぞれの立場に応じた提

案に基づく具体的な取組に関すること。 

三 前号に規定する取組の実施の状況に関すること。 

四 調整委員会と連携して行う、前項各号に掲げるそれぞれの分野におけ

る差別の事例及び差別の解消のための仕組みの分析及び検証に関するこ

と。 

３ 分野別会議の構成員は、基本理念にのっとり、相協力して障害のある人

に対する理解を広げ、差別をなくすための取組の推進に努めなければなら

ない。 

第四章 理解を広げるための施策 

（表彰） 

第三十一条 知事は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすた

め、基本理念にのっとり、県民の模範となる行為をしたと認められるもの

について、表彰をすることができる。 

２ 知事は、前項の表彰をするに当たっては、調整委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

３ 地域相談員及び広域専門指導員は、第一項の行為をしたと認められるも

のを知事に推薦することができる。 

４ 知事は、第一項の表彰をした場合は、その旨を公表するものとする。 

（情報の提供等） 

第三十二条 知事は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため

の民間の取組について、県民への情報の提供その他の必要な支援をするこ

とができる。 

第五章 雑則 

（条例の運用上の配慮） 

第三十三条 この条例の運用に当たっては、地方自治法（昭和二十二年法律

第六十七号）第百三十八条の四第一項に規定する委員会及び委員の独立性

並びに市町村の自主性及び自立性は、十分配慮されなければならない。 

（関係行政機関の措置） 

第三十四条 関係行政機関は、この条例の趣旨にのっとり、公共の安全と秩

序の維持に係る事務の執行に関し、障害のある人に対する理解を広げ、差

別をなくすため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（委任） 
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第三十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第三十六条 第十九条第二項又は第二十八条の規定に違反して秘密を漏らし

た者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、附則第三項及

び第四項の規定は、同年一月一日から施行する。 

（検討） 

２ 知事は、この条例の施行後三年を目途として、この条例の施行の状況、

障害のある人の権利擁護に関する法制の整備の動向等を勘案し、この条例

の規定について、障害及び差別の範囲、解決のための手続等を含め検討を

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（千葉県行政組織条例の一部改正） 

３ 千葉県行政組織条例の一部を次のように改正する。 

別表第二中千葉県障害者介護給付費等不服審査会の項の次に次のように

加える。 

  千葉県障害のある人の

相談に関する調整委員

会 

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づ

くり条例（平成十八年千葉県条例第五十二号）第十

四条第二項、第十六条第二項及び第三十一条第二項

の規定による意見を具申し、同条例第二十三条第一

項の規定による助言及びあつせんを行い、同条例第

二十四条第一項の規定による勧告について建議し、

同条例第二十六条の規定による訴訟の援助について

審議し、並びに障害のある人に対する理解を広げ、

差別をなくすための施策の策定及び実施に関する重

要事項（同条例の解釈指針の策定を含む。）を調査

審議し、これに関し必要と認める事項を知事に建議

すること。 

別表第三中千葉県障害者介護給付費等不服審査会の項の次に次のように

加える。  

 千葉県障害の

ある人の相談

に関する調整

委員会 

委員長 一 障害のある人 二十人以内 二年 

 副委員長 二 県議会議員   

 委員 三 福祉、医療、雇用、

教育、法律その他障害

のある人に対する差別

の解消について専門的

な知識を有する者 

    

（準備行為） 

４ 第十四条第二項及び第十六条第二項の規定による意見の聴取並びにこれ

らに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うこ

とができる。 

附 則（平成十九年十二月二十一日条例第七十八号） 
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この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十

六号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成二十四年三月二十三日条例第二十二号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条から第十四条まで

及び第十五条第一項の改正規定は平成二十四年四月一日から、目次の改正規

定、第二条第三項を削る改正規定並びに第二章第一節の節名及び第九条から

第十一条までの改正規定は同年十月一日から施行する。 

附 則（平成二十八年三月二十五日条例第三十号） 

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

平成二十五年法律第六十五号 

 

目次 

  第一章 総則（第一条―第五条） 

  第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（第六条） 

  第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するた

めの措置（第七条―第十三条） 

  第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置（第十四条―第二

十条） 

  第五章 雑則（第二十一条―第二十四条） 

  第六章 罰則（第二十五条・第二十六条） 

  附則 

 

   第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的

な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権

を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を

保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進

に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差

別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解

消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の

心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害

及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受け

る状態にあるものをいう。 

 二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障

壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを

いう。 

 三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体（地方公営

企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三章の規定の適用を受ける

地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一

項において同じ。）及び地方独立行政法人をいう。 

 四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 
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  イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣

の所轄の下に置かれる機関 

  ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第

四十九条第一項及び第二項に規定する機関（これらの機関のうちニの政

令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除

く。） 

  ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定

する機関（ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令

で定める機関を除く。） 

  ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二

年法律第七十号）第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及

び第五十六条（宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含

む。）の特別の機関で、政令で定めるもの 

  ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の

機関で、政令で定めるもの 

  ヘ 会計検査院 

 五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 

  イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二

条第一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。） 

  ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為

をもって設立された法人（独立行政法人を除く。）又は特別の法律によ

り設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、

政令で定めるもの 

 六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）

第二条第一項に規定する地方独立行政法人（同法第二十一条第三号に掲げ

る業務を行うものを除く。）をいう。 

 七 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行政法人等、地方公共団

体及び地方独立行政法人を除く。）をいう。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とす

る差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなけれ

ばならない。 

（国民の責務） 

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別

の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与

するよう努めなければならない。 

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整

備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要か

つ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備
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の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければな

らない。 

   第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 

第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的か

つ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本

方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 

 二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関

する基本的な事項 

 三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する

基本的な事項 

 四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事

項  

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければなら

ない。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、

障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるととも

に、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞な

く、基本方針を公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

   第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消す

るための措置 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として

障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益

を侵害してはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的

障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実

施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとなら

ないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の

除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 

（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない

者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害しては

ならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を

必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担

が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当
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該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施に

ついて必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 

（国等職員対応要領） 

第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条

に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切

に対応するために必要な要領（以下この条及び附則第三条において「国等職

員対応要領」という。）を定めるものとする。 

２ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようと

するときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために

必要な措置を講じなければならない。 

３ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 

（地方公共団体等職員対応要領） 

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第

七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人

の職員が適切に対応するために必要な要領（以下この条及び附則第四条にお

いて「地方公共団体等職員対応要領」という。）を定めるよう努めるものと

する。 

２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要

領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要

領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 

４ 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職

員対応要領の作成に協力しなければならない。 

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 

（事業者のための対応指針） 

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事

業者が適切に対応するために必要な指針（以下「対応指針」という。）を定

めるものとする。 

２ 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認める

ときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、

又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（事業主による措置に関する特例） 

第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う

障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の進

等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）の定めるところによる。 
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   第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備） 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの

障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由と

する差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の

整備を図るものとする。 

（啓発活動） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民

の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げ

ている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、

国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情

報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（障害者差別解消支援地域協議会） 

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障

害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及

び次条第二項において「関係機関」という。）は、当該地方公共団体の区域

において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に

係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的か

つ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議

会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要が

あると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることがで

きる。 

 一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する

特定非営利活動法人その他の団体 

 二 学識経験者 

 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 

（協議会の事務等） 

第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換する

とともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由

とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。 

２ 関係機関及び前条第二項の構成員（次項において「構成機関等」とい

う。）は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害

を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると

認めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた

障害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請

があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談
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を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他

の必要な協力を求めることができる。 

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、その旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、

正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

（協議会の定める事項） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、協議会が定める。 

   第五章 雑則 

（主務大臣） 

第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事

業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。 

（地方公共団体が処理する事務） 

第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定め

るところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすること

ができる。 

（権限の委任） 

第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定

めるところにより、その所属の職員に委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項

は、政令で定める。 

   第六章 罰則 

第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。 

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、

二十万円以下の過料に処する。 

   附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から

附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。 

（基本方針に関する経過措置） 

第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基

本方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法

律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができ

る。 
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２ 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第

六条の規定により定められたものとみなす。 

（国等職員対応要領に関する経過措置） 

第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前において

も、第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表するこ

とができる。 

２ 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日に

おいて第九条の規定により定められたものとみなす。 

（地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置） 

第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前にお

いても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、こ

れを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の

施行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。 

（対応指針に関する経過措置） 

第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例によ

り、対応指針を定め、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第

十一条の規定により定められたものとみなす。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二

項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在

り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 

（障害者基本法の一部改正） 

第八条 障害者基本法の一部を次のように改正する。 

  第三十二条第二項に次の一号を加える。 

  四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律

第六十五号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理するこ

と。 

（内閣府設置法の一部改正） 

第九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 

  第四条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。 

  四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十

五号）第六条第一項に規定するものをいう。）の作成及び推進に関する

こと。 
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障害者の雇用の促進等に関する法律（抜粋） 

昭和三十五年七月二十五日法律第百二十三号 

 

第二章の二 障害者に対する差別の禁止等 

（障害者に対する差別の禁止） 

第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害

者でない者と均等な機会を与えなければならない。 

第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その

他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者

と不当な差別的取扱いをしてはならない。 

（障害者に対する差別の禁止に関する指針） 

第三十六条 厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切

に対処するために必要な指針（次項において「差別の禁止に関する指針」とい

う。）を定めるものとする。 

（雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図る

ための措置） 

第三十六条の二 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者で

ない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働

者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性

に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重

な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。 

第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者

との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の

支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の

障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者

の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して

過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。 

第三十六条の四 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害

者の意向を十分に尊重しなければならない。 

２ 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者か

らの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理

上必要な措置を講じなければならない。 

（雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関す

る指針） 

第三十六条の五 厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措

置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において

「均等な機会の確保等に関する指針」という。）を定めるものとする。 

（助言、指導及び勧告） 

第三十六条の六 厚生労働大臣は、第三十四条、第三十五条及び第三十六条の二

から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事
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業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。 

（一般事業主の雇用義務等） 

第四十三条 事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇

用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章を除き、以下同じ。）

は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象

障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じ

て得た数以上であるようにしなければならない。 

 

 ※障害者雇用率（法定雇用率） 令和５年〇月現在 

  一般の民間企業…2.３％、特殊法人等…2.6％ 

国・地方公共団体…2.６％、都道府県等の教育委員会…2.５％ 

 ※障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、法定雇用率の算定基礎

に、新たに精神障害者が追加された（平成 30 年 4 月 1 日施行）。 
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